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(57)【要約】
【課題】画像不良の原因箇所を迅速に把握することが可
能な画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置１は、第１帯電電圧が印加さ
れた帯電装置４１４による帯電、露光装置４１１による
露光および第１現像電圧が印加された現像装置４１２に
よる現像を実施してトナー像を形成する正規現像方式と
、第１帯電電圧より低い第２帯電電圧が印加された帯電
装置４１４による帯電および第１現像電圧より高い第２
現像電圧が印加された現像装置４１２による現像を実施
する一方、露光装置４１１による露光を実施せずにトナ
ー像を形成する第１バイアス現像方式とによって所定の
テスト画像を感光体ドラム４１３上にそれぞれ形成して
中間転写ベルト４２１に転写させる。制御部１００は、
濃度検知センサー８０によるテスト画像の濃度検知結果
に基づいて、画像を出力する際に生じる画像不良（筋画
像）の原因箇所を判別する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯電電圧が印加され、感光体を帯電する帯電部と、
　前記感光体を露光して静電潜像を形成する露光部と、
　現像電圧が印加され、前記静電潜像を現像して前記感光体上にトナー像を形成する現像
部と、
　を有し、
　第１帯電電圧が印加された前記帯電部による帯電、前記露光部による露光および第１現
像電圧が印加された前記現像部による現像を実施してトナー像を形成する正規現像方式と
、前記第１帯電電圧より低い第２帯電電圧が印加された前記帯電部による帯電および前記
第１現像電圧より高い第２現像電圧が印加された前記現像部による現像を実施する一方、
前記露光部による露光を実施せずにトナー像を形成する第１バイアス現像方式とによって
所定のテスト画像を像担持体上にそれぞれ形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により形成された前記テスト画像の濃度を検知する濃度検知部と、
　前記濃度検知部の検知結果に基づいて、画像を出力する際に生じる画像不良の原因箇所
を判別する原因箇所判別部と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記原因箇所判別部は、前記画像形成部により形成された前記テスト画像上に発生した
筋画像の特徴を抽出し、抽出した当該筋画像の特徴に基づいて前記原因箇所を判別するこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記画像形成部は、前記第１現像電圧より低い第３現像電圧が印加された前記現像部に
よる現像を実施する一方、前記帯電部による帯電および前記露光部による露光を実施せず
にトナー像を形成する第２バイアス現像方式によって前記テスト画像を形成することを特
徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記原因箇所判別部は、前記原因箇所が前記帯電部、前記露光部またはそれ以外の何れ
かであるかを判別することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の画像形成装置
。
【請求項５】
　前記像担持体は、中間転写体であり、
　前記原因箇所判別部は、前記原因箇所が前記帯電部、前記露光部、前記現像部、前記感
光体または前記中間転写体の何れかであるかを判別することを特徴とする請求項１～３の
何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記原因箇所判別部により判別された原因箇所を報知する報知部を備えることを特徴と
する請求項１～５の何れか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電子写真プロセス技術を利用した画像形成装置（プリンター、複写機、ファク
シミリ等）は、帯電した感光体に対して、画像データに基づくレーザー光を照射（露光）
することにより静電潜像を形成する。そして、静電潜像が形成された感光体（像担持体）
へ現像装置よりトナーを供給することにより静電潜像を可視化してトナー像を形成する。
さらに、このトナー像を直接又は間接的に用紙に転写させた後、加熱、加圧して定着させ
ることにより用紙に画像を形成する。
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【０００３】
　関連技術としては、帯電器に交流成分電圧の印加があり且つ露光がある第１の状態、帯
電器に交流成分電圧の印加があり且つ露光がない第２の状態、帯電器に交流成分電圧の印
加がなく且つ露光がある第３の状態、帯電器に交流成分電圧の印加がなく且つ露光がない
第４の状態のそれぞれの状態で所定のテスト画像を作成した後に、各テスト画像の濃度を
検知し、検知結果に基づいて故障箇所を判定する技術が提案されている（例えば、特許文
献１を参照）。
【０００４】
　また、感光体の表面電位の測定値または感光体の表面に付着したトナーの濃度測定値と
、予め設定された条件とを比較し、その比較結果に基づき、調整を要する画像形成装置内
の部位を表示する技術が提案されている（例えば、特許文献２を参照）。
【０００５】
　また、複数の記録素子が配列された記録ヘッドを用いて画像を出力する際に生じる画質
不具合の状態を把握し、その把握した状態から、記録ヘッドと、その他のプロセスとの間
の原因系の切り分けを行う技術が提案されている（例えば、特許文献３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－６３８１０号公報
【特許文献２】特開平０６－２６２８００号公報
【特許文献３】特開２００５－２５４４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のように、上記画像形成装置では、帯電、露光、現像、転写および定着等の様々な
プロセスを経て、用紙に画像が形成される。そのため、画像形成された用紙に画像不良が
発生した場合、当該画像不良の原因箇所を判別することは容易ではない。特に、縦筋状の
画像不良は各プロセスに起因して発生する可能性があり、当該縦筋が発生した場合、ユー
ザーやサービスマンは、当該各プロセスで使用される部品の動作状態を確認する必要があ
る。そのため、ユーザーやサービスマンは、画像不良の原因箇所を迅速に把握して対応す
ることは困難であった。
【０００８】
　本発明の目的は、画像不良の原因箇所を迅速に把握することが可能な画像形成装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る画像形成装置は、
　帯電電圧が印加され、感光体を帯電する帯電部と、
　前記感光体を露光して静電潜像を形成する露光部と、
　現像電圧が印加され、前記静電潜像を現像して前記感光体上にトナー像を形成する現像
部と、
　を有し、
　第１帯電電圧が印加された前記帯電部による帯電、前記露光部による露光および第１現
像電圧が印加された前記現像部による現像を実施してトナー像を形成する正規現像方式と
、前記第１帯電電圧より低い第２帯電電圧が印加された前記帯電部による帯電および前記
第１現像電圧より高い第２現像電圧が印加された前記現像部による現像を実施する一方、
前記露光部による露光を実施せずにトナー像を形成する第１バイアス現像方式とによって
所定のテスト画像を像担持体上にそれぞれ形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により形成された前記テスト画像の濃度を検知する濃度検知部と、
　前記濃度検知部の検知結果に基づいて、画像を出力する際に生じる画像不良の原因箇所
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を判別する原因箇所判別部と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、用紙に画像不良が発生した場合、異なる現像方式によって形成された
テスト画像の濃度検知結果に基づいて当該画像不良の原因箇所が自動的に判別される。つ
まり、ユーザーやサービスマンは、電子写真プロセスの各プロセスで使用される部品の動
作状態を確認することなく、画像不良の原因箇所を迅速に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態における画像形成装置の全体構成を概略的に示す図である。
【図２】本実施の形態における画像形成装置の制御系の主要部を示す図である。
【図３】原因箇所に応じた画像不良の発生状態を示す表である。
【図４】中間転写ベルトの外周面に形成されるテスト画像の構成を示す図である。
【図５】本実施の形態における画像形成装置の原因箇所判別動作を示すフローチャートで
ある。
【図６】テスト画像上に発生した筋画像を示す図である。
【図７】本実施の形態における画像形成装置の原因箇所判別動作を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は、本発明の実施の形態に
係る画像形成装置１の全体構成を概略的に示す図である。図２は、本実施の形態に係る画
像形成装置１の制御系の主要部を示す。図１、２に示す画像形成装置１は、電子写真プロ
セス技術を利用した中間転写方式のカラー画像形成装置である。すなわち、画像形成装置
１は、感光体ドラム４１３上に形成されたＹ（イエロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン
）、Ｋ（ブラック）の各色トナー像を中間転写ベルト４２１に転写（一次転写）し、中間
転写ベルト４２１上で４色のトナー像を重ね合わせた後、用紙Ｓに転写（二次転写）する
ことにより、画像を形成する。
【００１３】
　また、画像形成装置１には、ＹＭＣＫの４色に対応する感光体ドラム４１３を中間転写
ベルト４２１の走行方向に直列配置し、中間転写ベルト４２１に一回の手順で各色トナー
像を順次転写させるタンデム方式が採用されている。
【００１４】
　図２に示すように、画像形成装置１は、画像読取部１０、操作表示部２０、画像処理部
３０、画像形成部４０、用紙搬送部５０、定着部６０、濃度検知センサー８０（本発明の
「濃度検知部」に対応）及び制御部１００（本発明の「原因箇所判別部」に対応）を備え
る。
【００１５】
　制御部１００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１０１、ＲＯＭ（Read　Only
　Memory）１０２、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）１０３等を備える。ＣＰＵ１０１
は、ＲＯＭ１０２から処理内容に応じたプログラムを読み出してＲＡＭ１０３に展開し、
展開したプログラムと協働して画像形成装置１の各ブロックの動作を集中制御する。この
とき、記憶部７２に格納されている各種データが参照される。記憶部７２は、例えば不揮
発性の半導体メモリ（いわゆるフラッシュメモリ）やハードディスクドライブで構成され
る。
【００１６】
　制御部１００は、通信部７１を介して、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide
 Area Network）等の通信ネットワークに接続された外部の装置（例えばパーソナルコン
ピューター）との間で各種データの送受信を行う。制御部１００は、例えば、外部の装置
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から送信された画像データを受信し、この画像データ（入力画像データ）に基づいて用紙
Ｓに画像を形成させる。通信部７１は、例えばＬＡＮカード等の通信制御カードで構成さ
れる。
【００１７】
　画像読取部１０は、ＡＤＦ（Auto　Document　Feeder）と称される自動原稿給紙装置１
１及び原稿画像走査装置１２（スキャナー）等を備えて構成される。
【００１８】
　自動原稿給紙装置１１は、原稿トレイに載置された原稿Ｄを搬送機構により搬送して原
稿画像走査装置１２へ送り出す。自動原稿給紙装置１１により、原稿トレイに載置された
多数枚の原稿Ｄの画像（両面を含む）を連続して一挙に読み取ることが可能となる。
【００１９】
　原稿画像走査装置１２は、自動原稿給紙装置１１からコンタクトガラス上に搬送された
原稿又はコンタクトガラス上に載置された原稿を光学的に走査し、原稿からの反射光をＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）センサー１２ａの受光面上に結像させ、原稿画像を読み
取る。画像読取部１０は、原稿画像走査装置１２による読取結果に基づいて入力画像デー
タを生成する。この入力画像データには、画像処理部３０において所定の画像処理が施さ
れる。
【００２０】
　操作表示部２０は、例えばタッチパネル付の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Cryst
al Display）で構成され、表示部２１（本発明の「報知部」に対応）及び操作部２２とし
て機能する。表示部２１は、制御部１００から入力される表示制御信号に従って、各種操
作画面、画像の状態、各機能の動作状況等の表示を行う。操作部２２は、テンキー、スタ
ートキー等の各種操作キーを備え、ユーザーによる各種入力操作を受け付けて、操作信号
を制御部１００に出力する。
【００２１】
　画像処理部３０は、入力画像データに対して、初期設定又はユーザー設定に応じたデジ
タル画像処理を行う回路等を備える。例えば、画像処理部３０は、制御部１００の制御下
で、階調補正データ（階調補正テーブル）に基づいて階調補正を行う。また、画像処理部
３０は、入力画像データに対して、階調補正の他、色補正、シェーディング補正等の各種
補正処理や、圧縮処理等を施す。これらの処理が施された画像データに基づいて、画像形
成部４０が制御される。
【００２２】
　画像形成部４０は、入力画像データに基づいて、Ｙ成分、Ｍ成分、Ｃ成分、Ｋ成分の各
有色トナーによる画像を形成するための画像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１
Ｋ、中間転写ユニット４２等を備える。
【００２３】
　Ｙ成分、Ｍ成分、Ｃ成分、Ｋ成分用の画像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１
Ｋは、同様の構成を有する。図示及び説明の便宜上、共通する構成要素は同一の符号で示
し、それぞれを区別する場合には符号にＹ、Ｍ、Ｃ、又はＫを添えて示すこととする。図
１では、Ｙ成分用の画像形成ユニット４１Ｙの構成要素についてのみ符号が付され、その
他の画像形成ユニット４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋの構成要素については符号が省略されてい
る。
【００２４】
　画像形成ユニット４１は、露光装置４１１（本発明の「露光部」に対応）、現像装置４
１２（本発明の「現像部」に対応）、感光体ドラム４１３（本発明の「感光体」に対応）
、帯電装置４１４（本発明の「帯電部」に対応）、及びドラムクリーニング装置４１５等
を備える。
【００２５】
　感光体ドラム４１３は、例えばドラム径が８０［ｍｍ］のアルミニウム製の導電性円筒
体（アルミ素管）の周面に、アンダーコート層（ＵＣＬ：Under Coat Layer）、電荷発生
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層（ＣＧＬ：Charge Generation Layer）、電荷輸送層（ＣＴＬ：Charge Transport Laye
r）を順次積層した負帯電型の有機感光体（ＯＰＣ：Organic Photo-conductor）である。
電荷発生層は、電荷発生材料（例えばフタロシアニン顔料）を樹脂バインダー（例えばポ
リカーボネイト）に分散させた有機半導体からなり、露光装置４１１による露光により一
対の正電荷と負電荷を発生する。電荷輸送層は、正孔輸送性材料（電子供与性含窒素化合
物）を樹脂バインダー（例えばポリカーボネイト樹脂）に分散させたものからなり、電荷
発生層で発生した正電荷を電荷輸送層の表面まで輸送する。
【００２６】
　制御部１００が感光体ドラム４１３を回転させる駆動モーター（図示略）に供給される
駆動電流を制御することにより、感光体ドラム４１３は一定の周速度で回転する。
【００２７】
　帯電装置４１４は、コロナ放電を発生させることにより、光導電性を有する感光体ドラ
ム４１３の表面を一様に負極性に帯電させる。
【００２８】
　露光装置４１１は、例えば半導体レーザーで構成され、感光体ドラム４１３に対して各
色成分の画像に対応するレーザー光を照射する。感光体ドラム４１３の電荷発生層で正電
荷が発生し、電荷輸送層の表面まで輸送されることにより、感光体ドラム４１３の表面電
荷（負電荷）が中和される。感光体ドラム４１３の表面には、周囲との電位差により各色
成分の静電潜像が形成されることとなる。
【００２９】
　現像装置４１２は、二成分現像方式の現像装置であり、感光体ドラム４１３の表面に各
色成分のトナーを付着させることにより静電潜像を可視化してトナー像を形成する。
【００３０】
　ドラムクリーニング装置４１５は、感光体ドラム４１３の表面に摺接されるドラムクリ
ーニングブレード等を有し、一次転写後に感光体ドラム４１３の表面に残存する転写残ト
ナーを除去する。
【００３１】
　中間転写ユニット４２は、中間転写ベルト４２１（本発明の「像担持体」に対応）、一
次転写ローラー４２２、複数の支持ローラー４２３、二次転写ローラー４２４、及びベル
トクリーニング装置４２６等を備える。
【００３２】
　中間転写ベルト４２１は無端状ベルトで構成され、複数の支持ローラー４２３にループ
状に張架される。複数の支持ローラー４２３のうちの少なくとも一つは駆動ローラーで構
成され、その他は従動ローラーで構成される。例えば、Ｋ成分用の一次転写ローラー４２
２よりもベルト走行方向下流側に配置されるローラー４２３Ａが駆動ローラーであること
が好ましい。これにより、一次転写部におけるベルトの走行速度を一定に保持しやすくな
る。駆動ローラー４２３Ａが回転することにより、中間転写ベルト４２１は矢印Ａ方向に
一定速度で走行する。
【００３３】
　中間転写ベルト４２１は、導電性および弾性を有するベルトであり、表面に体積抵抗率
が８～１１［ｌｏｇΩ・ｃｍ］である高抵抗層を有する。中間転写ベルト４２１は、制御
部１００からの制御信号によって回転駆動される。なお、中間転写ベルト４２１について
は、導電性および弾性を有するものであれば、材質、厚さおよび硬度を限定しない。
【００３４】
　一次転写ローラー４２２は、各色成分の感光体ドラム４１３に対向して、中間転写ベル
ト４２１の内周面側に配置される。中間転写ベルト４２１を挟んで、一次転写ローラー４
２２が感光体ドラム４１３に圧接されることにより、感光体ドラム４１３から中間転写ベ
ルト４２１へトナー像を転写するための一次転写ニップ（本発明の「転写部」に対応）が
形成される。
【００３５】
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　二次転写ローラー４２４は、駆動ローラー４２３Ａのベルト走行方向下流側に配置され
るローラー４２３Ｂ（以下「バックアップローラー４２３Ｂ」と称する）に対向して、中
間転写ベルト４２１の外周面側に配置される。中間転写ベルト４２１を挟んで、二次転写
ローラー４２４がバックアップローラー４２３Ｂに圧接されることにより、中間転写ベル
ト４２１から用紙Ｓへトナー像を転写するための二次転写ニップが形成される。
【００３６】
　一次転写ニップを中間転写ベルト４２１が通過する際、感光体ドラム４１３上のトナー
像が中間転写ベルト４２１に順次重ねて一次転写される。具体的には、一次転写ローラー
４２２に一次転写バイアスを印加し、中間転写ベルト４２１の裏面側（一次転写ローラー
４２２と当接する側）にトナーと逆極性の電荷を付与することにより、トナー像は中間転
写ベルト４２１に静電的に転写される。
【００３７】
　その後、用紙Ｓが二次転写ニップを通過する際、中間転写ベルト４２１上のトナー像が
用紙Ｓに二次転写される。具体的には、二次転写ローラー４２４に二次転写バイアスを印
加し、用紙Ｓの裏面側（二次転写ローラー４２４と当接する側）にトナーと逆極性の電荷
を付与することにより、トナー像は用紙Ｓに静電的に転写される。トナー像が転写された
用紙Ｓは定着部６０に向けて搬送される。
【００３８】
　ベルトクリーニング装置４２６は、二次転写後に中間転写ベルト４２１の表面に残留す
る転写残トナーを除去する。なお、二次転写ローラー４２４に代えて、二次転写ローラー
を含む複数の支持ローラーに、二次転写ベルトがループ状に張架された構成（いわゆるベ
ルト式の二次転写ユニット）を採用しても良い。
【００３９】
　定着部６０は、用紙Ｓの定着面（トナー像が形成されている面）側に配置される定着面
側部材を有する上側定着部６０Ａ、用紙Ｓの裏面（定着面の反対の面）側に配置される裏
面側支持部材を有する下側定着部６０Ｂ、及び加熱源６０Ｃ等を備える。定着面側部材に
裏面側支持部材が圧接されることにより、用紙Ｓを狭持して搬送する定着ニップが形成さ
れる。
【００４０】
　定着部６０は、トナー像が二次転写され、搬送されてきた用紙Ｓを定着ニップで加熱、
加圧することにより、用紙Ｓにトナー像を定着させる。定着部６０は、定着器Ｆ内にユニ
ットとして配置される。また、定着器Ｆには、エアを吹き付けることにより、定着面側部
材又は裏面側支持部材から用紙Ｓを分離させるエア分離ユニットが配置されていても良い
。
【００４１】
　用紙搬送部５０は、給紙部５１、排紙部５２、及び搬送経路部５３等を備える。給紙部
５１を構成する３つの給紙トレイユニット５１ａ～５１ｃには、坪量やサイズ等に基づい
て識別された用紙Ｓ（規格用紙、特殊用紙）が予め設定された種類毎に収容される。搬送
経路部５３は、レジストローラー対５３ａ等の複数の搬送ローラー対を有する。
【００４２】
　給紙トレイユニット５１ａ～５１ｃに収容されている用紙Ｓは、最上部から一枚ずつ送
出され、搬送経路部５３により画像形成部４０に搬送される。このとき、レジストローラ
ー対５３ａが配設されたレジストローラー部により、給紙された用紙Ｓの傾きが補正され
るとともに搬送タイミングが調整される。そして、画像形成部４０において、中間転写ベ
ルト４２１のトナー像が用紙Ｓの一方の面に一括して二次転写され、定着部６０において
定着工程が施される。画像形成された用紙Ｓは、排紙ローラー５２ａを備えた排紙部５２
により機外に排紙される。
【００４３】
　濃度検知センサー８０は、中間転写ベルト４２１の走行方向においてバックアップロー
ラー４２３Ｂの下流側、かつ、ベルトクリーニング装置４２６の上流側の位置に、中間転
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写ベルト４２１の外周面と対向するようにして配設されている。濃度検知センサー８０は
、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ：Light　Emitting　Diode）などの発光素子と、フォト
ダイオード（ＰＤ：Photo　Diode）などの受光素子とを備えた光センサーを適用すること
ができる。濃度検知センサー８０は、中間転写ベルト４２１の表面に光を照射し、反射し
て返ってきた光の量（反射光量）を検出する。なお、濃度検知センサー８０の配設個数お
よび配設位置は限定しない。
【００４４】
　濃度検知センサー８０は、中間転写ベルト４２１の外周面に形成されたテスト画像から
の反射光量を中間転写ベルト４２１の主走査方向において検出し、検出した反射光量（濃
度）を制御部１００に出力する。中間転写ベルト４２１上に形成されたテスト画像のトナ
ー付着量が多いほど、照射された光がテスト画像に遮られるため、受光素子における受光
量が減少して反射光量は小さくなり、濃度検知センサー８０から出力されるセンサー出力
値は小さくなる。逆に、中間転写ベルト４２１上に形成されたテスト画像のトナー付着量
が少ないほど、中間転写ベルト４２１で反射した光が多く返ってくるため、受光素子にお
ける受光量が増加して反射光量は大きくなり、濃度検知センサー８０から出力されるセン
サー出力値は大きくなる。
【００４５】
　本実施の形態では、画像形成装置１は、所定間隔毎（例えば、１００００［枚］分の画
像形成処理が行われる毎）に、後述する第１テスト画像を用いて、画像形成される用紙Ｓ
に縦筋状の画像不良（以下、「筋画像」とも言う）が発生しているか否かについて判断す
る。そして、筋画像が発生していると判断した場合には、画像形成装置１は、後述する第
２テスト画像を用いて当該筋画像の原因箇所を判別し、判別した原因箇所をユーザーに知
らせる。筋画像の原因箇所としては、帯電装置４１４、露光装置４１１、感光体ドラム４
１３、現像装置４１２または中間転写ベルト４２１が挙げられる。
【００４６】
　図３は、画像形成条件が異なるテスト画像（第１テスト画像、第２テスト画像および第
３テスト画像）を中間転写ベルト４２１に形成させた場合、原因箇所毎に、当該テスト画
像における筋画像の発生状態を示す表である。
【００４７】
　第１テスト画像は、第１帯電電圧（例えば、－８００［Ｖ］）が印加された帯電装置４
１４による帯電、露光装置４１１による露光および第１現像電圧（例えば、－４００～－
６００［Ｖ］）が印加された現像装置４１２による現像を実施してトナー像を形成する正
規現像方式によって感光体ドラム４１３上に形成され、その後、中間転写ベルト４２１に
転写される。図４Ａに示すように、第１テスト画像１１０は、画像形成ユニット４１Ｙに
よって形成された横帯状のハーフトーン画像１１２、画像形成ユニット４１Ｍによって形
成された横帯状のハーフトーン画像１１４、画像形成ユニット４１Ｃによって形成された
横帯状のハーフトーン画像１１６および画像形成ユニット４１Ｋによって形成された横帯
状のハーフトーン画像１１８から構成される。
【００４８】
　第２テスト画像は、第１帯電電圧より低い第２帯電電圧（例えば、－５０［Ｖ］）が印
加された帯電装置４１４による帯電、第１現像電圧より高い第２現像電圧（例えば、－５
００～－６００［Ｖ］）が印加された現像装置４１２による現像を実施する一方、露光装
置４１１による露光を実施せずにトナー像を形成する第１バイアス現像方式によって感光
体ドラム４１３上に形成され、その後、中間転写ベルト４２１に転写される。図４Ｂに示
すように、第２テスト画像１２０は、画像形成ユニット４１Ｙによって形成された横帯状
の画像１２２、画像形成ユニット４１Ｍによって形成された横帯状の画像１２４、画像形
成ユニット４１Ｃによって形成された横帯状の画像１２６および画像形成ユニット４１Ｋ
によって形成された横帯状の画像１２８から構成される。
【００４９】
　第３テスト画像は、第１現像電圧より低い第３現像電圧（例えば、－１５０［Ｖ］）が
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印加された現像装置４１２による現像を実施する一方、帯電装置４１４による帯電および
露光装置４１１による露光を実施せずにトナー像を形成する第２バイアス現像方式によっ
て感光体ドラム４１３上に形成され、その後、中間転写ベルト４２１に転写される。図４
Ｃに示すように、第３テスト画像１３０は、画像形成ユニット４１Ｙによって形成された
横帯状の画像１３２、画像形成ユニット４１Ｍによって形成された横帯状の画像１３４、
画像形成ユニット４１Ｃによって形成された横帯状の画像１３６および画像形成ユニット
４１Ｋによって形成された横帯状の画像１３８から構成される。
【００５０】
　図３に示すように、筋画像の原因箇所が帯電装置４１４である場合、第１テスト画像１
１０上においてぼんやりとした筋画像（黒筋）が発生する。また、第２テスト画像１２０
上においてぼんやりとした筋画像（黒筋）が発生する。ただし、ごく稀に、第２テスト画
像１２０上において筋画像（白筋）が発生する場合もある。第３テスト画像１３０上にお
いては、筋画像は発生しない。
【００５１】
　筋画像の原因箇所が露光装置４１１である場合、第１テスト画像１１０上において筋画
像（白筋）が発生する。第２テスト画像１２０および第３テスト画像１３０上においては
、筋画像は発生しない。
【００５２】
　筋画像の原因箇所が感光体ドラム４１３である場合、第１テスト画像１１０、第２テス
ト画像１２０および第３テスト画像１３０上においてシャープな筋画像（白筋）が発生す
る。発生する筋画像の幅は、１［ｍｍ］以下である。
【００５３】
　筋画像の原因箇所が現像装置４１２である場合、第１テスト画像１１０、第２テスト画
像１２０および第３テスト画像１３０上においてぼんやりとした筋画像（白筋）が発生す
る。発生する筋画像の幅は、１［ｍｍ］より大きい。なお、筋画像が斜めに発生する、よ
り具体的には中間転写ベルト４２１の主走査方向において移動する場合もある。
【００５４】
　筋画像の原因箇所が中間転写ベルト４２１である場合、第１テスト画像１１０、第２テ
スト画像１２０および第３テスト画像１３０上においてシャープな筋画像（白筋）が発生
する。この場合、筋画像は、中間転写ベルト４２１の主走査方向において２色以上の同一
箇所で発生する。
【００５５】
　以上のように、筋画像の原因箇所が異なると、テスト画像上における筋画像の発生有無
および発生状態も異なる。言い換えれば、テスト画像上における筋画像の発生有無および
当該筋画像の特徴を確認することによって、筋画像の原因箇所を判別することができる。
制御部１００は、中間転写ベルト４２１上に形成された各テスト画像について、濃度検知
センサー８０により検知された濃度に基づいて筋画像の発生有無を確認する。また、制御
部１００は、筋画像が発生している場合、濃度検知センサー８０により検知された濃度に
基づいて当該筋画像の特徴（色、幅）を抽出する。筋画像の発生有無の判定は例えば、以
下のように行う。
【００５６】
　各テスト画像について、濃度検知センサー８０により検知された濃度値（以下、センサ
ー値とも言う）は予測値の付近で一定値を取る。そのため、センサー値の振幅（最大値と
最小値の差）が閾値以上である場合、またはセンサー値が各テスト画像の濃度から予測さ
れる範囲を超える場合に筋画像が発生していると判定する。また、センサー値をフーリエ
変換して高周波成分が閾値以上含まれる場合にも、筋画像が発生している。本来センサー
値は直流成分しか含まないはずであるが、筋画像が発生している場合は急激に濃度が変化
するため、センサー値に交流成分（とりわけ高周波成分）が含まれるようになることに基
づく。
【００５７】
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　次に、筋画像の原因箇所を判別するための具体的な動作について説明する。図５は、画
像形成装置１の原因箇所判別動作を示すフローチャートである。図５に示す各処理は、画
像形成装置１において、１００００［枚］分の画像形成処理が行われる毎に実行される。
【００５８】
　まず、制御部１００は、画像形成部４０（画像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、
４１Ｋ、中間転写ユニット４２）を制御して、中間転写ベルト４２１の外周面に第１テス
ト画像１１０を形成させる（ステップＳ１００）。濃度検知センサー８０は、中間転写ベ
ルト４２１の外周面に形成された第１テスト画像１１０の濃度を検知して制御部１００に
出力する。
【００５９】
　次に、制御部１００は、濃度検知センサー８０から出力された濃度に基づいて、第１テ
スト画像１１０における筋画像の発生有無を判定する（ステップＳ１２０）。この判定の
結果、第１テスト画像１１０において筋画像が発生していない場合（ステップＳ１２０、
ＮＯ）、画像形成される用紙Ｓに縦筋状の画像不良が発生しないため、画像形成装置１は
図５における処理を終了する。
【００６０】
　一方、図６Ａに示すように、第１テスト画像１１０上（図６Ａの例では、ハーフトーン
画像１１２，１１４，１１６，１１８上）において筋画像１１９が発生している場合（ス
テップＳ１２０、ＹＥＳ）、制御部１００は、画像形成部４０（画像形成ユニット４１Ｙ
、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、中間転写ユニット４２）を制御して、中間転写ベルト４２１
の外周面に第２テスト画像１２０を形成させる（ステップＳ１４０）。濃度検知センサー
８０は、中間転写ベルト４２１の外周面に形成された第２テスト画像１２０の濃度を検知
して制御部１００に出力する。
【００６１】
　次に、制御部１００は、濃度検知センサー８０から出力された濃度に基づいて、第２テ
スト画像１２０における筋画像の発生有無を判定する（ステップＳ１６０）。この判定の
結果、第２テスト画像１２０において筋画像が発生していない場合（ステップＳ１６０、
ＮＯ）、制御部１００は、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が露光
装置４１１であると判別する（ステップＳ１８０）。制御部１００は、筋画像１１９の原
因箇所が露光装置４１１である旨を表示部２１に表示させることによって、ユーザーやサ
ービスマンに対して露光装置４１１の清掃または交換を促す。ステップＳ１８０の処理が
完了することによって、画像形成装置１は図５における処理を終了する。
【００６２】
　一方、図６Ｂに示すように、第２テスト画像１２０において筋画像１２９が発生してい
る場合（ステップＳ１６０、ＹＥＳ）、制御部１００は、筋画像１２９の色が白か否かに
ついて判定する（ステップＳ２００）。この判定の結果、筋画像１２９の色が白である、
つまり黒である場合（ステップＳ２００、ＮＯ）、制御部１００は、第１テスト画像１１
０における筋画像１１９の原因箇所が帯電装置４１４であると判別する（ステップＳ２２
０）。制御部１００は、筋画像１１９の原因箇所が帯電装置４１４である旨を表示部２１
に表示させることによって、ユーザーやサービスマンに対して帯電装置４１４の清掃また
は交換を促す。ステップＳ２２０の処理が完了することによって、画像形成装置１は図５
における処理を終了する。
【００６３】
　一方、筋画像１２９の色が白である場合（ステップＳ２００、ＹＥＳ）、制御部１００
は、第２テスト画像１２０を構成する２色以上の画像において、中間転写ベルト４２１の
主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生しているか否かについて判定する（ステップ
Ｓ２４０）。この判定の結果、図６Ｃに示すように、中間転写ベルト４２１の主走査方向
の同一箇所に筋画像１２９が発生している場合（ステップＳ２４０、ＹＥＳ）、制御部１
００は、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が中間転写ベルト４２１
であると判別する（ステップＳ２６０）。制御部１００は、筋画像１１９の原因箇所が中
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間転写ベルト４２１上に発生した傷である旨を表示部２１に表示させることによって、ユ
ーザーやサービスマンに対して中間転写ベルト４２１の清掃または交換を促す。ステップ
Ｓ２６０の処理が完了することによって、画像形成装置１は図５における処理を終了する
。
【００６４】
　一方、中間転写ベルト４２１の主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生していない
場合（ステップＳ２４０、ＮＯ）、制御部１００は、第２テスト画像１２０において発生
している筋画像１２９の幅が１［ｍｍ］以下であるか否かについて判定する（ステップＳ
２６０）。この判定の結果、図６Ｄに示すように、筋画像１２９の幅が１［ｍｍ］以下で
ない、つまり１［ｍｍ］より大きい場合（ステップＳ２６０、ＮＯ）、制御部１００は、
第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が現像装置４１２であると判別す
る（ステップＳ２８０）。制御部１００は、筋画像１１９の原因箇所が現像装置４１２で
ある旨を表示部２１に表示させることによって、ユーザーやサービスマンに対して現像装
置４１２の清掃または交換を促す。ステップＳ２８０の処理が完了することによって、画
像形成装置１は図５における処理を終了する。
【００６５】
　一方、筋画像１２９の幅が１［ｍｍ］以下である場合（ステップＳ２６０、ＹＥＳ）、
制御部１００は、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が感光体ドラム
４１３であると判別する（ステップＳ３００）。制御部１００は、筋画像１１９の原因箇
所が感光体ドラム４１３上に発生した傷である旨を表示部２１に表示させることによって
、ユーザーやサービスマンに対して感光体ドラム４１３の清掃または交換を促す。ステッ
プＳ３００の処理が完了することによって、画像形成装置１は図５における処理を終了す
る。
【００６６】
　現像装置４１２に起因して発生する筋画像１１９は、現像装置４１２に設けられた現像
ローラーに異物がパッキングして発生する。異物がパッキングした箇所には、キャリアー
が供給されないため、感光体ドラム４１３上にトナーは供給されない。そして、現像装置
４１２では磁性のキャリアーが用いられるため、現像ローラーに異物がパッキングしても
、シャープな（幅の狭い）筋画像１１９は発生しない。よって、筋画像１１９の幅を検知
することによって、筋画像１１９の原因箇所が感光体ドラム４１３および現像装置４１２
のどちらかであるかについて判定することができる。
【００６７】
　なお、図３を参照して説明したように、筋画像１１９の原因箇所が現像装置４１２であ
る場合、図６Ｅに示すように、第２テスト画像１２０において筋画像１２９が斜めに発生
する、より具体的には中間転写ベルト４２１の主走査方向において移動する場合もある。
この場合、第２テスト画像１２０において筋画像１２９が斜めに発生していることを検知
して、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が現像装置４１２であると
判別しても良い。この際、中間転写ベルト４２１に第２テスト画像１２０を複数回、形成
させ、複数の第２テスト画像１２０上において中間転写ベルト４２１の主走査方向に筋画
像１２９が移動しているか否かを確認することによって、筋画像１２９の原因箇所が現像
装置４１２であるか否かについて判定しても良い。
【００６８】
　また、制御部１００は、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所を判別
した後、筋画像１１９の発生程度が軽い場合には、筋画像１１９が発生しないように、画
像形成対象の画像データに対して各種補正処理を施しても良い。
【００６９】
　第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所のうち清掃機構を取り付け可能
な箇所（例えば、帯電装置４１４、露光装置４１１）については、当該清掃機構を取り付
けても良い。この場合、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が、例え
ば帯電装置４１４または露光装置４１１である場合、清掃機構による清掃処理を自動的に
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実行しても良い。
【００７０】
　また、筋画像１１９の原因箇所が帯電装置４１４である場合、ごく稀に、第２テスト画
像１２０上において筋画像（白筋）が発生する場合もある点を考慮して、画像形成装置１
の原因箇所判別動作を変更しても良い。例えば、帯電装置４１４に用いられる帯電ワイヤ
ーの９０［％］が汚れており、それ以外はきれいな場合や、帯電装置４１４に帯電ローラ
ーが用いられる場合には、第２テスト画像１２０上において筋画像（白筋）が発生する可
能性がある。
【００７１】
　図７は、変更後における、画像形成装置１の原因箇所判別動作を示すフローチャートで
ある。ステップＳ４００～Ｓ４８０およびＳ５６０～Ｓ６４０の処理は、図５におけるス
テップＳ１００～Ｓ１８０およびＳ２４０～Ｓ３００の処理と同様であるため、説明を省
略する。
【００７２】
　ステップＳ４６０の判定処理において、第２テスト画像１２０において筋画像１２９が
発生している場合（ステップＳ４６０、ＹＥＳ）、制御部１００は、画像形成部４０（画
像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、中間転写ユニット４２）を制御して、
中間転写ベルト４２１の外周面に第３テスト画像１３０を形成させる（ステップＳ５００
）。濃度検知センサー８０は、中間転写ベルト４２１の外周面に形成された第３テスト画
像１３０の濃度を検知して制御部１００に出力する。
【００７３】
　次に、制御部１００は、濃度検知センサー８０から出力された濃度に基づいて、第３テ
スト画像１３０における筋画像の発生有無を判定する（ステップＳ５２０）。この判定の
結果、第３テスト画像１３０において筋画像が発生していない場合（ステップＳ５２０、
ＮＯ）、制御部１００は、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が帯電
装置４１４であると判別する（ステップＳ５４０）。制御部１００は、筋画像１１９の原
因箇所が帯電装置４１４である旨を表示部２１に表示させることによって、ユーザーやサ
ービスマンに対して帯電装置４１４の清掃または交換を促す。ステップＳ５４０の処理が
完了することによって、画像形成装置１は図７における処理を終了する。
【００７４】
　以上詳しく説明したように、本実施の形態では、画像形成装置１は、第１帯電電圧が印
加された帯電装置４１４による帯電、露光装置４１１による露光および第１現像電圧が印
加された現像装置４１２による現像を実施してトナー像を形成する正規現像方式と、第１
帯電電圧より低い第２帯電電圧が印加された帯電装置４１４による帯電および第１現像電
圧より高い第２現像電圧が印加された現像装置４１２による現像を実施する一方、露光装
置４１１による露光を実施せずにトナー像を形成する第１バイアス現像方式とによって所
定のテスト画像を感光体ドラム４１３上にそれぞれ形成して中間転写ベルト４２１に転写
させる。制御部１００は、濃度検知センサー８０によるテスト画像の濃度検知結果に基づ
いて、画像を出力する際に生じる画像不良（筋画像）の原因箇所を判別する。
【００７５】
　このように構成した本実施の形態によれば、用紙Ｓに画像不良が発生した場合、異なる
現像方式によって形成されたテスト画像の濃度検知結果に基づいて当該画像不良の原因箇
所が自動的に判別される。つまり、ユーザーやサービスマンは、電子写真プロセスの各プ
ロセスで使用される部品の動作状態を確認することなく、画像不良の原因箇所を迅速に把
握することができる。
【００７６】
　なお、上記実施の形態において、中間転写ベルト４２１の外周面ではなく、感光体ドラ
ム４１３（本発明の「像担持体」に対応）の外周面と対向するようにして濃度検知センサ
ー８０を配設しても良い。この場合、濃度検知センサー８０は、感光体ドラム４１３に形
成されたテスト画像（第１テスト画像１１０、第２テスト画像１２０、第３テスト画像１
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３０）の濃度を検知して制御部１００に出力する。制御部１００は、濃度検知センサー８
０の濃度検知結果に基づいて、画像を出力する際に生じる画像不良（筋画像）の原因箇所
（帯電装置４１４、露光装置４１１、感光体ドラム４１３または現像装置４１２）を判別
する。
【００７７】
　また、上記実施の形態において、原因箇所判別動作を実行する場合、前回の原因箇所判
別動作によって判別された原因箇所を優先的に疑って筋画像１２９の発生状況を確認して
も良い。例えば、前回の原因箇所判別動作によって判別された原因箇所が中間転写ベルト
４２１である場合、制御部１００はまず、第２テスト画像１２０を構成する２色以上の画
像において、中間転写ベルト４２１の主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生してい
るか否かについて判定する。筋画像１２９の原因箇所を予め絞ることによって、原因箇所
判別動作に要する時間を短縮することができ、ひいては画像形成処理の生産性を向上させ
ることができる。
【００７８】
　また、上記実施の形態において、筋画像の原因箇所として挙げられる帯電装置４１４、
露光装置４１１、感光体ドラム４１３、現像装置４１２および中間転写ベルト４２１のう
ち最も使用時間の長い箇所を優先的に疑って筋画像１２９の発生状況を確認しても良い。
使用時間が長い箇所ほど、負荷が大きくなり、当該箇所に起因する筋画像が発生しやすく
なるからである。例えば、帯電装置４１４が使用末期の状態である場合、帯電装置４１４
を優先的に疑って、第２テスト画像１２０に発生している筋画像１２９の色が黒であるか
否かについて判定する。筋画像１２９の原因箇所を予め絞ることによって、原因箇所判別
動作に要する時間を短縮することができ、ひいては画像形成処理の生産性を向上させるこ
とができる。
【００７９】
　また、上記実施の形態において、画像形成装置１が中間転写ベルト４２１上のトナーを
用紙Ｓに転写するための２次転写ベルトを備えている場合には、当該２次転写ベルトの外
周面と対向するようにして濃度検知センサー８０を配設しても良い。この場合、濃度検知
センサー８０は、中間転写ベルト４２１および２次転写ベルトに転写されたテスト画像（
第１テスト画像１１０、第２テスト画像１２０、第３テスト画像１３０）の濃度を検知し
て制御部１００に出力する。制御部１００は、中間転写ベルト４２１に転写された第２テ
スト画像１２０を構成する２色以上の画像において、中間転写ベルト４２１の主走査方向
の同一箇所に筋画像１２９が発生しているか否かについて判定する、そして、中間転写ベ
ルト４２１の主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生している場合、制御部１００は
、第１テスト画像１１０における筋画像１１９の原因箇所が中間転写ベルト４２１である
と判別する。
【００８０】
　一方、中間転写ベルト４２１の主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生していない
場合、制御部１００は、２次転写ベルトに転写された第２テスト画像１２０を構成する２
色以上の画像において、２次転写ベルトの主走査方向の同一箇所に筋画像１２９が発生し
ているか否かについて判定する、そして、２次転写ベルトの主走査方向の同一箇所に筋画
像１２９が発生している場合、制御部１００は、第１テスト画像１１０における筋画像１
１９の原因箇所が２次転写ベルトであると判別する。一方、２次転写ベルトの主走査方向
の同一箇所に筋画像１２９が発生していない場合、制御部１００は、第１テスト画像１１
０における筋画像１１９の原因箇所が定着部６０であると判別する。
【００８１】
　その他、上記実施の形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示し
たものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないも
のである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、
様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
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【００８２】
　１　画像形成装置
　１０　画像読取部
　２０　操作表示部
　２１　表示部
　２２　操作部
　３０　画像処理部
　４０　画像形成部
　４２　中間転写ユニット
　５０　用紙搬送部
　６０　定着部
　７１　通信部
　７２　記憶部
　８０　濃度検知センサー
　１００　制御部
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　ＲＡＭ
　１１０　第１テスト画像
　１１９，１２９　筋画像
　１２０　第２テスト画像
　１３０　第３テスト画像
　４１１　露光装置
　４１２　現像装置
　４１３　感光体ドラム
　４１４　帯電装置
　４２１　中間転写ベルト
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